
事　務　連　絡（保152）

平成19年11月28目

都道府県医師会

　社会保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　　　鈴　木　　満

70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（情報）

　先般9月25目の連立政権合意を踏まえ，70～74歳の患者自己負担の1割から2割への

引き上げについて一年間凍結すること等が，10月30目の与党のプロジェクトチームにお

いて別添1のとおり取りまとめられましたので，お知らせ申し上げます。取りまとめの内

容は下記のとおりであります。

　また，具体的な制度内容につきましては，今後予算編成過程で検討されることとなりま

すが，与党のプロジェクトチームの取りまとめ内容に基づく現時点のたたき台として，厚

生労働省において別添2のとおりまとめられておりますので，ご参考にお送り申し上げま

す。

　なお，別添2のたたき台は，今回の70～74歳の患者自己負担の見直し凍結に伴うシス

テム整備等に寄与するための情報提供であり，あくまで現時点の案でありますので，ご留

意下さい。

記

1．平成20年度において講ずる措置につき，次のとおり取りまとめられた。

（1）70歳から74歳の医療費自己負担増（1割→2割）を，平成20年4月から平成21

　年3月までの1年間凍結する。保険給付は8割とし，この措置に係る財源については

　国が負担する。



（2）後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなる者（被用者保険の被扶養

　者）の保険料負担については，制度加入時から2年間の軽減措置を講ずることとして

　いるが，さらに，平成20年4月から9月までの6ヶ月間これを凍結し，10月から平成

　21年3月までの6ヶ月間9割軽減する。この措置に係る財源については国が負担する。

（3）以上の予算措置については，（1）及び（2）に対応するための保険者・地方自治体

　のシステム改修経費等の取扱いや概算要求基準との関係を含め，予算編成過程で検討

　し，適切に対処する。

2．平成21年4月以降の高齢者医療制度については，世代間・世代内の公平，制度の持続

可能性の確保や財政健全化との整合性の観点も踏まえつつ，給付と負担のあり方も含め

て，与党のプロジェクトチームで引き続き検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

（添付資料）

1．r　r70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（案）」等の送付につ

　いて」の送付について

　（平19．1L　9　厚生労働省保険局国民健康保険課　事務連絡　日本医師会宛）

　〔別　添〕

　　r70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（案）」等の送付につ

　　いて

　　（平19．1L　9　厚生労働省保険局保険課企画法令第一係・保険局国民健康保険課企

　　　画法令係　事務連絡　都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）宛）

　　　（別添1）高齢者医療の負担のあり方について

　　　　　　　（平成19年10月30目　与党高齢者医療に関するプロジェクトチーム）

　　　（別派2）70～74歳の患者負担の見直しの凍結に係る対応について（案）



事　　務　　連　　絡

平成19年11月9日

日本医師会　御中

厚生労働省保険局国民健康保険課

rr70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（案）」

　　　　　　　　等の送付について」の送付について

　平素より国民健康保険制度の運営に御尽力賜り深く御礼申し上げます。

　さて、先般9月25目の連立政権合意を踏まえ、70～74歳の患者自己負担の1割
から2割への引き上げについては一年間凍結すること等が、10月30日の与党のプロ

ジェクトチームにおいて別添1のとおり取りまとめられたところです。

　また、具体的な制度内容については、今後予算編成過程で検討することとなりますが、

与党のプロジェクトチームの取りまとめ内容に基づく現時点のたたき台として、別添の

とおり各都道府県に送付しておりますので、情報提供させていただきます。

（添付資料）

0別添　　r70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（案）」

　　　等の送付

（照会先）

　厚生労働省保険局国民健康保険課

　　　　　　　　　企画法令係

　TEL：（03）5253－1111
　　　　　　　（内線）3258

　FAX：（03）3504r1210
Mai1　：sumizono－taichi＠mhlw、go．jp



（別流）

事　務　　連　　絡

平成19年1工月9目

都道府県民生主管部（局ン

　国民健康保険主管課（部）　御中

厚生労働省保険局保険課

　　　　企画法令第一係　　軸

厚生労働省保険局国民健康保険課

　　　　　　　　　　企画法令係

r70～74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について（案）』

　　　　　　　　　　　　等の送付について

　平素より国民健康保険制度の運営に御尽力賜り深く御礼申し上げます。

　さて、先般9月25日の連立政権合意を踏まえ、70～74歳の患者自己負担の1割
から2割への引き上げについては一年間凍結すること等が、10月30日の与党のプロ

ジェクトチームにおいて別添1のとおり取りまとめられたところです・

　また、具体的な制度内容について季黍、今後予算編成過程で検討することとなりますが、

与党のプロジュクトチームの取り』まとめ内容に基づく現時点のたたき台として、別添2

のとおりの方法が考えられますのであらかじめ情報提供させていただきますので貴管内

保険者等への周知等、特段の御配慮をお願いいたします。

　なお、本件に対する御質問等にっきましては、・各都道府県の国民健康保険主管課から、

Eメール又はFAXにて以下の連絡先まで御連繙いただきますよう、よろしくお願いいたし
ます。

〔添付資料）

o別添1
0別添2
0参考

商齢者医療の負担のあり方について

70～74歳の患者負担の見直しの凍結に係る対応について（案）

70～74歳の患者負担の見直しを凍結した場合の主体別事務手続（案）

（照会先）

　厚生労働省保険局国民健凍保険課

　　　　　　　　　企画法令係

　↑EL：（03）5253一ユ111
　　　　　　　く内線）3258

　F飼（二（03）3504一上210
Mai1：3u田izono一しaichi＠mhlwサgo．ゴP・



〔別添1）

高齢者医療の負担のあり方について

平成19年10月30日
与灘蟷度に関するプ自ジェクトチrム

　今後、高齢化に伴い医擦費の一層の増大が見込まれる中、国民皆保険制

度を将来にわたり持続可能なものとするため、負担能力を勘案しつつ、現

役世代と高齢者でともに支え合う高齢者医療制度が設けられることとな

った。

　今般の連立政権合意において、構造改革路線の継続と、セーフティネッ

トの整備、負担増・格差の緩和など国民生活に重きを貴いた方向の敏策が

必要との認識に立って、高齢者医療制度の負担のあり方にづいて早急に検

討することとされた。

　これを受け、具体的な措置を検討するため、本プロジェクトチームにお

いて精力的に議論を重ねた結果、本制度を円滑に施行するため、高齢者の

置かれている状況に配慮し、激変緩和を図りっっ進めるべきとの結論を得

た。

　こうした考え方の下、平成20年度において講ずる推量につき．次のと

おりとりまとめた。なお、政府においては、上記趣旨につき広く国民に周

一知を図るよう努めるべきである。

1　70歳から74歳の医療費自己負担増（1割→2割）を、平成20年
　4月から平成21年3月までの1年間凍結する。保険給付は8割とし、

　この措置に係る財源については国が負担する。

2　後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなる者（被用者

保険の被扶養者）の保険料負担については、制度加入時から2年間の軽

減措置を講ずることとしているが、さらに、平成20年4月から9月ま
　での6ヶ月間これを凍結し、10月bら平成21年3月までの6ケ月間

　9割軽減する。この措置に係る財源については国が負担する。

3　以上の予算措置については、1及び2iこ対応するための保険者・地方

　自治体のシステム改修経費等の取扱いや概算要求基準との関係を含め、

　予算編成過程で検討し、適切に対処する。

一なお、平成21年4月以降の高齢者医療制度については、世代間・世代

内の公平、制度の持続可能性の確保や財政健全化との整合性の痛点も踏ま　　』

えつつ、給付と負担のあり方も含めて、本プロジェクトチームで引き続き

検討する。



（別添2）

70～74歳の患者負担の見直しの凍結に係る対応について（案）

1．医　保険　先の公 担医療を　胃

○　予算措置により、新たな公費負担医療（以下「指定公費負担医療」と

　いう。）を創設する。対象者及び給付内容等は、要綱（通知）一において定

　める。

　①対象者170～74歳の被保険者又ぱ被扶養者であって、現役並み
　　　　　　　　所得者でない者

　②給付内容：対象者が受けた療養（他の公費負担医療の対象となる療養

　　　　　　　　を除く。〉に係る医療費の1割相当の額（※1）を支給。た一

　　　　　　　　だし、医療費の2割相当の額が次の限度額を超える場合は、

　　　　　　　　限度額から医療費の1割相当の額を控除した額を支給

（※1）この額が次の限度鶴を超えた場合1ま、高額療養費が支結されることから指定

　　公費負担医療は支給しない（保険単独の療養となる・）。

所得区分 限度額

一般所得 44，400円
入院等 低所得皿　市町村民税非課税世帯　一 24，6nO円

低所得【　年金収入80万円以下等 15，000円
外　来 （一律一般所得とみなす〔※2）） 12，000円

（※2）低所得者を判別するr限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院時しか・
　　出ないため、患者の所得区分の判別が困難なため。

2．指定公　負担医　を特定　寸対象療　に位置イ・け

0　健康保険法施行令（以下「健保令」という。）第41条及び国民健康

　保険法施行令（以下「国保令」という。）第29条の2に規定する「特定

　給付対象療養（＝法定の公費負担医療等〉」を指定する．大臣告示『1※3）に

　指定公費負担医療を追加し、特定給付対象療養に位置付ける。，

　＊　これにより、階定公費負担医療を受ける者を対象とする高額療養費の支給根拠等

　　を設けるととが可能となるとともに、指定公費負担医療を受給してもなお残る患者

　　負担〔医療費の1割相当の額）を世帯合算することが可能となる（3，6．参照）。

（※3）’ ｴ爆一般疾病医療費以外の法定の公費負担医療の定めは省令に、予算措置に
　　よる公費負担医療の定めはこの省令により大臣告示に、それぞれ委任されている。



3．　定公 担　療を　けた　合の高額 の　給根拠・限度 定

O　健保令及び国保令の原始附則を一部改正し、

　①支給根拠［：指定公費負担医療に係る一部負担金（医療費の2割相当）

　　の額が次の限度額を超えた場合に支給することとする。］を規定する。

　②　低所得区分の限度額を設けるために、本則の特定給付対象療養に係る

　　限度額（※4）とは別に、指定公費負担医療に係る次の限度額を規定する。

（※4）現行の特定給付対象療養に係る限度額（健保令弟42条第4項・国保令弟2

　　　9条の3第4項）rま、所得区分を一般所得とみなした額しか設けられていない。

所得区分 限度額

一般所得 44，400円
入院等 低所得II　市町村民税非課税世帯 24，600円

低所得1　年金収入80：万円以下等 15，000円
外　来 　　．E（一律一般所得とみなす） 12，000円

＊　なお、医療費の1割相当の額が限度額を超えた場合は、指定公費負担医療が支給

　されない保険単独の療養となる（前頁（※1））ことから、高齢受給者が受けた保険

　単独の療養に係る限度額（健保令第42条第2項及び第3項・国保令第29条の3

　第3項及び第4項）を以下のとおり読替えた額に基づき、高額療養費が支給される。

所得区分 限度額（H20．一4～）　　　　　読善後の限度額

一般所得 62　100円　　　　　　　44　400円
入院等 低所得互 24，600円 24，600円

低所得工 15，000円 15，000円
一般所得 24　600円 12　　000

外　来
低所得 8，000円 18，000円

4．指定公費負担医 入院療　に　る）を受けた　ムの山額療養費の現物

O　健保令及び国保令の原始附則を」部改正し、入院療養〔指定公費負担医

　一）に係る高額療養費の現物給付規定［：一部負担
　金の支払いが行われなかったときは、一部負担金から次の限度額を控除し

　た額の限度において、国が対象者に代わり、保険医療機関等に支払うこと



とする。当該支払がされれば、対象者に高額療養費の支給があったものと

みなす。］を設ける。

所得区分 限度額

一般所得 44，400円
入　院 低所得皿　市町村民税非課税世帯 24，600円

低所得正　年金取入80万円以下等 可5、O　O　O円

＊　なお、医療費の1割相当の額が限度額を超えた場合は、指定公費負担医療が支給

　されない保険単独の入院療養となることから、高齢受給者が受けた保険単独の入院

療養に係る高額療養費の現物給付規定の限度額（健保令第43条第ユ項第二号・

国保令第29条の4第1項第二号）を以下のとおり読替えた額に基づき、高額療養

費が・支給される。

所得区分 限度額（H20．4一’）　　　　　読替後の限度額

一般所得 62．10－ n円 44　400円
入　院 低所得π 24，600円 24，600円

低所得1 15．000円 15，060円

5．指定公　負担医療・ 単独の療 来　養に限る けた場合の

額　養費の現 付化を規定

0　健保令及び国保令の原始附則を一部改正し、’窓口負担1割の状態を作る

　ために、外来療養（保　単鍾の療　　受けた　合　含む。）に係る高額療養

費の現物給付規定［：一部負担金の支払いが行われなかったときぱ、一部

負担金から次の限度額を控除した額の限度において、国が対象者に代わり、

保険医療機関等に支払うこととする。当該支払がされれば、対象者に高額

療養費の支給があったものとみなす。］を設ける。

一

所得区分 指定公費負担医療に係る限度額

@（医療費12万円以下）

保険単独の療養に係る限度額

@（医療費12万円超）

外　来
〔一律一般所

ｾとみなす）
1，2，000円 医療費の1割相当額



6、補足：低一一」を受曲玉
なお残る高額療養費の支給

i）指定公費負担医療を受けた場合（医療費12万円以下）

　一部負担金（医療費の2割相当）の額から、①現物給付された高額療養

費の額＋②支給された公費の額を控除した額（医療費の1割相当）を、な

お残る患者負担として世帯合算（※5）し、8，0Q　O円を超えた額を現行

の規定（健保令弟41条第3項及び第42条第3項第三号・国保令弟29，

条の2第3’項及び第29条の3第4項第三号〉により償還払いとする。

　（※5）世帯合算：高額療養費制度は、世帯に属する個々人が次の①・②を合算した額
　　（世帯単位の患者負担）が算定基準額を超える場合には高額療養費が支給される。

　　①療養の給付を受けた場合の一部負担金の額
　　②　特定給付対象療養に係る公費の支給を受けた場合になお残る患者負担の額

ii）保険単独の療養を受けた場合（医療費12万円超）

　　一部負担金（医療費の2割相当）の額から、現物給付された高額療養費

の額（医療費の1割相当額）を控除した額をなお残る高額療養費（※6）

　とし、8、000円を超えた額を現行の規定（（健保令第41条第3項及び

第42条第3項第三号・国保令弟29条の2第3項及び第29条の3第4
項第三号）により償還払いとする。

（※6）高額療養費は、「医療費の1割相当額」まで現物給付された額の限度において

　r高額療養．費の支給があったものとみな」されることによる。



70歳～74歳の患者負担の見直しを凍結した場合の主体別事務手続（案）

●予算措置により、医療費の1割相当の額を支給する新たな公費負担医療を創設。
・●患者と保険者においては、従前の手続きと同様。

●医療機関からの請求について、医療費の額に応じ、請求先を仕分ける。

外来療養 入院療養等．

患者
O医療費の1割を自己負担
O1割の自己負担が12，000円（低所得者
ﾍ8ρ00円）を超える場合は、事後的に

ﾛ険者に高額療養費を請求

○医療費の1割を自己負担

n高額療養費が支給される場合は、限
x額までの負担でよい

　　　　　　　　一

纓ﾃ機関

①法定の負担割合である医療費の2割相

魔ﾌ額が」幽巴を超えない場合
ｨ医療費の8割を保険者に、1割を国に臨

ｿ求臨

A法定の負担割合である医療費の2割相

魔ﾌ額が塑巴を超え、1割が塑
x巴を超えない場合

ｨ医療費の8割と高額療養費を保険者
ﾉ、」12，Ω塑と1割の差額を国に請求

B医療費の1割が幽巴を超える場合
ｨ医療費の8割と1嶺　…　の高額1
{費を保険者に請求

①法定の負担割合である医療費の2割相
魔ﾌ額が所得に応じた限度額を超えない

鼾〟
ｨ医療費の8割を保険者に、1割を国に

ｿ求
A法定の負担割合である医療費の2割相

魔ﾌ額が　　　　え、1割が限度額を
ｴえない場合

ｨ医療費の8割と高額療養費を保険者に、

孖zと1割の差額を国に請求

B医療費の1割が限度額を超える場合
ｨ医療費の8割と古額　　　を保険者に

ｿ求

保険者
O1割の患者負担について申請を受理し、
P2ρ00円（低所得者は8，000円）を超える

zを償還払い

O医療費の2割相当の額が限度額を超
ｦる場合に高額療養費を現物給付



70歳～74歳の患者負担の見直しを凍結した場合の対応（案〉・【入院療養等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2割自己負担

自

己
負
担
額一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1割自己負担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】繊養費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．一＿一，■一一＿一＿、r＿層一＿＿＿一＿＿＿、

　一一」一一一一一一一一一一一自己負担一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療費
】医疫養222，000円　　　　　医慕費44執000円

① ③



自
己
負
担
額

70歳～74歳の患者負担の見直しを凍結した場合の対応（案）【外来療養】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一2割自己負担

医療費60，000円

1割自己負担

鼈鼈黶x、一　』一一』　一　‘一己』一畳一』一一　一　一　一　一　ロ　一　一　一　一■

自己負担

医療費120，000円
医療費

①
2


